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地域支援事業

介護予防・日常生活支援総合事業

臨時福祉給付金（経済対策分）の受取には申請が必要です
■問合せ　下記参照

　

消
費
税
率
の
引
上
げ
に
よ
る

影
響
を
緩
和
す
る
た
め
、
臨
時

福
祉
給
付
金
（
経
済
対
策
分
）

が
支
給
さ
れ
ま
す
。

☆
平
成
28
年
１
月
１
日
時
点
で

市
内
に
住
民
票
が
あ
り
、
平
成

28
年
度
分
の
市
民
税
が
課
税
さ

れ
て
い
な
い
方

　

た
だ
し
、
課
税
さ
れ
て
い
る

方
の
扶
養
親
族
等
（
税
申
告
上

の
配
偶
者
・
扶
養
親
族
・
専
従

者
）
生
活
保
護
の
受
給
者
で
あ

る
方
は
除
き
ま
す
。

◇
対
象
と
な
る
方
へ
の
案
内

　
「
臨
時
福
祉
給
付
金
（
経
済

対
策
分
）
の
お
知
ら
せ
」
又
は

「
市
民
税
に
係
る
非
課
税
該
当

の
お
知
ら
せ
」
と
と
も
に
申
請

書
を
送
付
し
ま
す
。
ま
た
、
お

知
ら
せ
が
届
か
な
か
っ
た
場
合

で
も
、
要
件
を
満
た
す
方
は
対

象
と
な
り
ま
す
の
で
、
下
記
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
支
給
額　

１
人
に
つ
き
１
万
５
０
０
０
円

■
申
請
期
間

３
月
22
日
㊌
〜
６
月
22
日
㊍

■
申
請
先

◇
市
民
総
合
セ
ン
タ
ー
１
階　

給
付
金
受
付
窓
口

◇
各
行
政
局
住
民
福
祉
課

◇
郵
送
に
よ
る
申
請
書
の
送
付
先

〒
６
４
６
―

０
０
２
８

高
雄
一
丁
目
23
―

1

市
民
総
合
セ
ン
タ
ー
１
階　

給

付
金
受
付
窓
口

■
提
出
書
類

◇
申
請
書
（「
お
知
ら
せ
」
に

同
封
し
て
い
ま
す
。）

◇
本
人
確
認
書
類
の
写
し
（
運

転
免
許
証
・
保
険
証
・
旅
券
等

い
ず
れ
か
）

※
平
成
28
年
度
臨
時
福
祉
給
付

金
（
３
０
０
０
円
）
を
申
請
済

み
の
方
は
、
不
要
で
す
。

◇
振
込
先
金
融
機
関
・
口
座

が
確
認
で
き
る
書
類
（
通
帳
・

キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
）
の
写
し

※
平
成
28
年
度
臨
時
福
祉
給
付

金
（
３
０
０
０
円
）
と
同
じ
口
座

を
指
定
す
る
場
合
は
、不
要
で
す
。

■
受
取
方
法

指
定
口
座
へ
の
振
込
み

■
注
意
点

　

申
請
期
間
等
は
、
各
市
区
町

村
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。
田
辺

市
以
外
が
申
請
先
と
な
る
方

は
、
事
前
に
そ
の
市
区
町
村
に

お
問
い
合
わ
せ
い
た
だ
く
か
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
確
認
す
る

よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

☆
◇
福
祉
課 

臨
時
福
祉
給
付

金
担
当
（
市
民
総
合
セ
ン
タ
ー

2
階
）

☎
０
７
３
９
（
２
６
）
４
９
０
０

◇
給
付
金
受
付
窓
口
（
市
民
総

合
セ
ン
タ
ー
1
階
）

☎
０
７
３
９
（
３
３
）
７
４
９
２

　

平
成
27
年
４
月
の
介
護
保
険
法
の

改
正
に
よ
り
、
介
護
予
防
事
業
を
見

直
し
、
現
在
、
国
の
制
度
と
し
て
実

施
し
て
い
る
「
介
護
予
防
給
付
」
の

う
ち
、「
訪
問
介
護
（
ホ
ー
ム
ヘ
ル

プ
サ
ー
ビ
ス
）」
と
「
通
所
介
護
（
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
）」
を
市
町
村
事
業
に

移
行
し
、
平
成
29
年
４
月
か
ら
新
た

に
『
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総

合
事
業
（
以
下
、「
総
合
事
業
」）』

が
始
ま
り
ま
す
。

4 月から新たに
介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）が始まります

■問合せ　やすらぎ対策課 高齢福祉係（☎ 0739-26-4910）

南方熊楠翁生誕 150 周年記念
特別企画展「南方熊楠と神秘主義」を開催します

■問合せ　南方熊楠顕彰館（☎ 0739-26-9909）

☆
３
月
18
日
㊏
〜
５
月
７
日
㊐

☆
10
時
〜
16
時
30
分
（
最
終
入

館
）

☆
南
方
熊
楠
顕
彰
館「
学
習
室
」

☆
南
方
熊
楠
は
ロ
ン
ド
ン
で
の

海
外
遊
学
中
に
近
代
科
学
へ
と

傾
倒
し
て
い
き
ま
し
た
が
、
帰

国
し
て
か
ら
は
、
自
分
自
身
が

那
智
の
原
生
林
で
心
霊
現
象
を

何
度
も
体
験
す
る
等
、
神
秘
的

な
現
象
に
対
し
て
強
い
関
心
を

持
ち
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
そ
の

研
究
を
続
け
ま
し
た
。

　

今
回
は「
神
秘
主
義
」を
テ
ー

マ
に
、
熊
楠
の
思
想
に
つ
い
て

心
霊
現
象
や
オ
カ
ル
テ
ィ
ズ
ム

（
神
秘
的
な
現
象
・
超
自
然
的
出

来
事
）
等
、
今
ま
で
あ
ま
り
取

り
上
げ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
新

し
い
視
点
か
ら
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

期
間
中
、
講
演
会
（
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
）を
予
定
し
て
い
ま
す
。

総
合
事
業
と
は

　

総
合
事
業
は
、
こ
れ
ま
で
の
全
国

一
律
の
基
準
に
よ
る
支
援
を
、
各
自

治
体
が
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
実
情
に
合

わ
せ
た
形
に
見
直
す
も
の
で
す
。
ま

す
ま
す
高
齢
化
が
進
展
し
、
生
活
支

援
サ
ー
ビ
ス
の
必
要
な
方
が
増
加
し

て
い
る
一
方
で
、
介
護
職
員
の
不
足

が
予
想
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う

な
状
況
に
対
応
す
る
た
め
、
元
気
な

高
齢
者
や
地
域
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

皆
さ
ん
、
介
護
保
険
事
業
者
等
が
力

を
合
わ
せ
て
、
支
援
が
必
要
な
高
齢

者
の
在
宅
生
活
を
支
え
る
と
と
も

に
、
介
護
予
防
の
充
実
や
、
健
康
寿

命
を
伸
ば
す
た
め
の
事
業
を
実
施
す

る
も
の
で
す
。

総
合
事
業
の
開
始
に
よ
っ
て
変
わ

る
こ
と

　

介
護
予
防
訪
問
介
護
・
介
護
予
防

通
所
介
護
サ
ー
ビ
ス
は
、
全
国
一
律

の
サ
ー
ビ
ス
か
ら
市
町
村
が
ル
ー
ル

を
決
め
る
サ
ー
ビ
ス
へ
変
わ
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。市
の
サ
ー
ビ
ス
と
な
っ

て
も
、引
き
続
き
同
じ
サ
ー
ビ
ス
（
現

行
相
当
サ
ー
ビ
ス
）
を
利
用
で
き
ま

す
が
、
利
用
料
は
月
額
か
ら
日
額
単

価
に
変
わ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

現
在
、
ご
利
用
中
の
方
は
、
平
成

29
年
４
月
以
降
、
要
支
援
認
定
更
新

の
際
に
、
順
次
、
総
合
事
業
へ
移
行

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
移
行
ま
で

は
、
現
行
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き

ま
す
。
移
行
後
、
訪
問
介
護
や
通
所

介
護
を
継
続
し
て
利
用
す
る
場
合

は
、
総
合
事
業
の
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス

や
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
総
合
事
業
の
開
始
に
よ

り
、
総
合
事
業
の
対
象
者
で
サ
ー
ビ

ス
が
必
要
と
認
め
ら
れ
た
方
に
つ
い

て
は
、
要
支
援
認
定
な
し
に
総
合
事

業
の
ご
利
用
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

　

市
で
は
、
今
後
、
団
塊
の
世
代
が

75
歳
と
な
る
平
成
37
年
（
２
０
２
５

年
）
に
向
け
、
総
合
事
業
の
充
実
に

取
り
組
み
ま
す
。

※要支援認定者は訪問介護等の介護予防サービスは、これまでどおりご利用いただけます。
※要介護認定者はこれまでと変わりありません。

種類 内容

訪
問
型
サ
ー
ビ
ス

現行相当 現在の介護予防訪問介護と同じ
※利用料は月額から日額に

サービス A
（基準緩和型）

当面、高齢者の社会参加を促進するため、シルバー人材セン
ターを指定して実施
※軽微な生活支援サービスを提供

サービス D
（移動支援） 必要と認められる方を対象に実施

通
所
型
サ
ー
ビ
ス

現行相当 現在の介護予防通所介護と同じ
※利用料は月額から日額に

サービス A
（基準緩和型） 当面、サービス提供基盤の不十分な地域で実施

サービス C
（短期集中） 現在の介護予防事業の二次予防事業を置き換え

一般介護予防事業 住民主体の通いの場

介護予防給付

訪問介護
（ホームヘルプ
サービス）

通所介護
（デイサービス）

地域支援事業

介護予防事業

現行 総合事業移行後　※サービス内容等は、定期的（長寿プラン見直し時期等）に見直しを実施

　
土ど

き宜
法ほ
う
り
ゅ
う龍

宛
の
書
簡

　（
南
方
マ
ン
ダ
ラ
）

▲

　
那
智
の
原
生
林

▲

　
土
宜
法
龍
宛
の
書
簡

　（
第
二
マ
ン
ダ
ラ
）

▲
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国
民
健
康
保
険
の
異
動
手
続
に
つ

い
て

　

退
職
等
に
よ
り
会
社
の
健
康
保
険

を
脱
退
し
た
と
き
や
、
国
保
に
加
入

中
の
方
が
就
職
等
で
会
社
の
健
康
保

険
に
加
入
し
た
と
き
、
ま
た
、
就
学

の
た
め
一
時
的
に
住
民
票
を
他
の
市

町
村
に
移
す
と
き
は
、
14
日
以
内
に

国
保
の
届
出
が
必
要
で
す
。

■
加
入
の
届
出
が
遅
れ
る
と

　

保
険
税
を
遡
っ
て
納
め
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
ま
た
、
保
険
証
が
な
い

た
め
、
そ
の
間
の
医
療
費
は
全
額
自

己
負
担
に
な
り
ま
す
。

■
脱
退
の
届
出
が
遅
れ
る
と

　

脱
退
の
届
出
が
遅
れ
、
国
保
の
保

険
証
を
使
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
は
、

国
保
で
負
担
し
た
医
療
費
を
後
で
返

納
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

■ 

学 

保
険
証
に
つ
い
て

　

修
学
の
た
め
親
元
か
ら
離
れ
て
い

る
学
生
に
は
、
住
民
票
が
市
に
な
く

て
も
、
田
辺
市
国
保
の
被
保
険
者
と

し
て 

学 

保
険
証
が
交
付
で
き
ま
す
。 

　

次
の
①
〜
③
の
よ
う
な
場
合
に

は
、
手
続
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

①
新
規
に 

学 

保
険
証
が
必
要
な
場
合

　

新
規
に
修
学
し
た
方
又
は
修
学
中

の
方
が
、
住
民
票
を
他
の
市
町
村
に

移
す
た
め 

学 

保
険
証
が
必
要
な
場

合
に
は
、
学
校
の
名
称
と
所
在
地
が

確
認
で
き
る
書
類
（
在
学
証
明
書

等
）、
保
険
証
及
び
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
又
は
通
知
カ
ー
ド
と
本
人
確

認
書
類
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

② 

学 

保
険
証
の
有
効
期
限
の
延
長

が
必
要
な
場
合

　

進
学
等
で
修
学
年
限
が
延
長
に
な

り
、 

学 

保
険
証
の
有
効
期
限
の
延

長
が
必
要
と
な
る
場
合
に
は
、
期
限

延
長
と
な
る
こ
と
を
証
明
で
き
る

書
類
、 

学 

保
険
証
及
び
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
又
は
通
知
カ
ー
ド
と
本

人
確
認
書
類
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

③
修
学
年
限
が
３
月
末
で
終
了
と
な

り
、
住
民
票
が
市
に
な
い
場
合

　

 

学 

保
険
証
は
、
有
効
期
限
の
３

月
末
を
過
ぎ
る
と
、
国
保
の
資
格
を

喪
失
し
ま
す
。

・
有
効
期
限
後
に
市
内
に
住
民
票
を

移
さ
ず
、
社
会
保
険
や
共
済
組
合
等

の
他
の
健
康
保
険
に
加
入
し
な
い
場

合
に
は
、
住
所
地
の
国
保
に
加
入
す

る
手
続
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

・ 
学 
保
険
証
の
有
効
期
限
内
に
他

の
健
康
保
険
に
加
入
し
た
場
合
に

は
、
国
保
の
資
格
喪
失
手
続
が
必

要
と
な
り
ま
す
の
で
、
新
た
な
保

険
証
、 

学 

保
険
証
及
び
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
又
は
通
知
カ
ー
ド
と
本

人
確
認
書
類
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

・
卒
業
後
、
市
内
に
住
民
票
を
戻
し

て
国
保
に
加
入
す
る
場
合
に
は
、
転

入
届
の
際
に
、 

学 

保
険
証
を
お
持

ち
く
だ
さ
い
。

☆
保
険
課 

庶
務
係

☎
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
２
４ 

国民健康保険の異動手続及び
各種保険税（料）の特別徴収について

■問合せ　下記参照

国
民
健
康
保
険
税
・
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
・
介
護
保
険
料
の
特
別

徴
収(

仮
徴
収)

が
始
ま
り
ま
す

　

４
月
か
ら
、
平
成
29
年
度
の
保
険

税
（
料
）
を
年
金
か
ら
天
引
き
す
る

特
別
徴
収（
仮
徴
収
）が
始
ま
り
ま
す
。

　

な
お
、
納
税
（
付
）
義
務
者
が
平

成
29
年
４
月
１
日
以
前
に
資
格
を
喪

失
し
た
場
合
で
も
、
事
務
の
都
合
に

よ
り
４
月
支
給
の
年
金
か
ら
天
引
き

さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
場

合
は
、後
日
還
付
（
返
金
）
し
ま
す
。

■
特
別
徴
収
に
つ
い
て

　

保
険
税
（
料
）
を
年
金
か
ら
の
天

引
き
に
よ
り
納
付
い
た
だ
く
方
法

で
、
年
6
回
の
年
金
定
期
支
払
時
に

実
施
さ
れ
ま
す
。そ
の
う
ち
、４
・
６
・

８
月
の
3
回
を
「
仮
徴
収
」、
10
・

12
・
翌
年
２
月
の
3
回
を
「
本
徴
収
」

と
言
い
ま
す
。

◇
仮
徴
収

　

年
間
保
険
税
（
料
）
額
は
前
年
中

の
所
得
状
況
等
が
確
定
次
第
、
７
月

以
降
に
決
定
し
ま
す
。
し
た
が
っ
て

４
・
６
・
８
月
は
、
前
年
度
の
保
険
税

（
料
）
を
基
に
計
算
し
た
暫
定
の
保

険
税
（
料
）
額
を
年
金
か
ら
天
引
き

し
ま
す
。

◇
本
徴
収

　

７
月
に
年
間
保
険
税
（
料
）
額
が

決
定
さ
れ
た
後
、
仮
徴
収
額
を
差
し

引
い
た
額
を
10
・
12
・
翌
年
２
月
の

３
回
に
振
り
分
け
て
年
金
か
ら
天
引

き
し
ま
す
。

〇
〇

〇

〇

〇

〇
〇〇〇

〇

〇

■
国
民
健
康
保
険
税
、
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
の
特
別
徴
収（
仮
徴
収
）

に
つ
い
て

◇
２
月
に
特
別
徴
収
さ
れ
た
方

　

仮
徴
収
額
は
、
昨
年
７
月
に
「
特

別
徴
収
通
知
書
」
又
は
「
納
税
（
付
）

通
知
書
」で
お
知
ら
せ
し
た
と
お
り
、

平
成
29
年
２
月
に
特
別
徴
収
さ
れ
た

額
と
同
額
を
４
・
６
・
８
月
の
年
金
か

ら
天
引
き
し
ま
す
。　
　

◇
転
入
、
年
齢
到
達
及
び
年
金
支
給

開
始
等
に
よ
り
新
た
に
特
別
徴
収
の

要
件
に
該
当
さ
れ
た
方

　

仮
徴
収
額
は
、
前
年
度
の
年
間
保

険
税
（
料
）
額
を
基
に
算
定
さ
れ
ま

す
。
そ
の
額
を
４
・
６
・
８
月
の
年
金

か
ら
天
引
き
し
ま
す
。

◇「
平
成
29
年
度
特
別
徴
収（
仮
徴
収
）

開
始
通
知
書
」
の
送
付
に
つ
い
て

　

4
月
か
ら
新
た
に
特
別
徴
収
（
仮

徴
収
）
の
対
象
と
な
る
方
に
つ
い
て

通
知
し
ま
す
。
な
お
、
２
月
に
特
別

徴
収
さ
れ
、
継
続
し
て
特
別
徴
収
と

な
る
方
に
は
送
付
し
ま
せ
ん
。

■
介
護
保
険
料
の
特
別
徴
収
（
仮
徴

収
）
に
つ
い
て

　

対
象
と
な
る
方
に
は
、「
特
別
徴

収
（
仮
徴
収
）
開
始
通
知
書
」
を
お

送
り
し
ま
す
の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

◇
２
月
に
特
別
徴
収
さ
れ
た
方

　

平
成
29
年
4
月
は
、
平
成
29
年
2

月
と
同
額
を
年
金
か
ら
天
引
き
し
ま

す
。
平
成
29
年
6
・
8
月
は
、
暫
定

の
年
間
保
険
料
額
（
※
）
か
ら
、
4

月
に
天
引
き
し
た
額
を
差
し
引
き
、

残
額
を
5
回
に
振
り
分
け
た
額
を
年

金
か
ら
天
引
き
し
ま
す
。

◇
平
成
29
年
４
月
か
ら
新
た
に
特
別

徴
収
と
な
る
方

　

暫
定
の
年
間
保
険
料
額
（
※
）
を

天
引
き
回
数
（
年
６
回
）
で
振
り
分

け
て
年
金
か
ら
天
引
き
し
ま
す
。

※
平
成
29
年
度
仮
徴
収
時
の
暫
定
の

年
間
保
険
料
額
は
、
各
被
保
険
者
が

平
成
28
年
度
に
該
当
し
た
保
険
料
段

階
の
年
間
保
険
料
額
の
こ
と
で
す
。

■
国
民
健
康
保
険
税
と
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
の
納
付
方
法
の
変
更
に

つ
い
て

　

国
民
健
康
保
険
税
・
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
の
納
付
方
法
が
年
金
か

ら
天
引
き
す
る
特
別
徴
収
の
対
象
と

な
る
方
は
、
申
請
に
よ
り
口
座
振
替

に
よ
る
納
付
に
変
更
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。変
更
の
方
法
に
つ
い
て
は
、

下
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

特
別
徴
収
の
対
象
と
な
る
方
の
条

件
等
、
詳
し
く
は
、
左
記
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◇
注
意
点

　

介
護
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
特
別

徴
収
か
ら
口
座
振
替
へ
の
納
付
方
法

の
変
更
は
、
で
き
ま
せ
ん
。

☆
保
険
課 

保
険
税
係

☎
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
６
５

特別徴収の対象となる方で、特別徴収ではなく、口座振替による納付を希望される方

■次の要領で①「納付方法変更申出書」及び②「口座振替依頼書」を提出してください。

◇提出書類 ◇提出先

①納付方法変更申出書 保険課保険税係（本庁舎 2階）又は各行政局住民福祉課
・国民健康保険税と後期高齢者医療保険料では申請書が異なります。

②口座振替依頼書

口座振替を依頼する（お手持ちの口座がある）金融機関
・申込みの際には、口座の預貯金通帳及び印鑑をお持ちください。
・金融機関届出印照合のため、市役所窓口では受付できません。
・振替依頼書は、納税（付）義務者 1名に付き 1枚ずつ提出してください。

■提出の時期により、年金からの天引き中止月が変わります。

提出時期 年金からの天引き中止月 口座振替の開始月※

3月末まで →→→ 6月（4月分まで天引き） →→→ 7月（第 1期）から
5月末まで →→→ 8月（6月分まで天引き） →→→ 7月（第 1期）から

　　※年間の保険税（料）額から天引きされた額を差し引いた額を、7月～翌年 3月の 9回に振り分けます。

特別徴収の対象となる方で、特別徴収による納付を希望される方

■納付方法の変更手続は不要です。

■注意事項
◇どちらの納付方法を選択されてもお支払いいただく国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の総額は変わりません。
◇国民健康保険税の納付方法について、特別徴収の対象世帯であっても既に口座振替で納付いただいている世帯について
は、口座振替による納付方法を優先しています。


